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わな ＜鳥
とり

や 動物
どうぶつ

を 捕
つか

まえるための 道具
ど う ぐ

＞ で  

鳥
とり

や 動物
どうぶつ

を 捕
つか

まえる人
ひと

へ 

 

山
やま

などで わなを 使
つか

って 鳥
とり

や 動物
どうぶつ

を 捕
つか

まえるときは、 許可
き ょ か

 ＜役所
やくしょ

に 許
ゆる

し

て もらうこと＞ や 登録
とうろく

 ＜役所
やくしょ

に 名前
な ま え

を 教
おし

えること＞ が いります。 

許可
き ょ か

や 登録
とうろく

が ないのに 鳥
とり

や 動物
どうぶつ

を 捕
つか

まえることは、 法律
ほうりつ

 ＜国
くに

の 決
き

まり

＞ で ダメと 決
き

まっていて、 罰
ばつ

 ＜悪
わる

いこと＞ を 受
う

けます。 

捕
つか

まえていい 鳥
とり

や 動物
どうぶつ

、 時期
じ き

 ＜いつ＞ 、 場所
ば し ょ

 ＜どこで＞ 、 などは、 

決
き

まっています。 

詳
くわ

しいことは、 役所
やくしょ

に 聞
き

いてください。 

  

決
き

まりを 守
まも

らないで、 わなを 使
つか

うと、 周
まわ

りの 人
ひと

が 傷
きず

ついて、 怖
こわ

く 思
おも

い

ます。 

 みんなが 怖
こわ

く 思
おも

わないよう、 決
き

まりを 守
まも

りましょう。 

 

 

静岡県
しずおかけん

中部
ちゅうぶ

農林
のうりん

事務所
じ む し ょ

 森林
しんりん

整備課
せ い び か

 

電話
で ん わ

：０５４－２８６－９０６１ 


